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(57)【要約】
【課題】ＤＣ発光ユニット２０２の形状やデザイン等を
変更してもＰＳＥの適合性検査を受ける必要がなく、か
つ、ダクトレール１００に装着容易で適切なダクトレー
ル用ＤＣ発光システム２０１を提供する
【解決手段】ダクトレール１００に装着されるダクトレ
ール用電源ユニット１と、ＤＣ電力を得て発光するＤＣ
発光ユニット２０２と、ＤＣ発光ユニット２０２をダク
トレール１００に装着するＤＣ発光ユニット装着プラグ
２２０とを備え、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２０２は
、開口１０４に挿入される抜け止め防止体２２１と外部
へ露出する本体部２４２とを備え、抜け止め防止体２２
１は、開口１０４から挿入可能な幅で、かつ、水平方向
へ回転させるとガイド１０２の内側面に当接して抜け止
めする抜け止め突起２２２を有し、ＤＣ発光ユニット装
着プラグ２２０に、ＤＣ電源ライン２１５ａ，２１５ｂ
が通過できる貫通孔２２５，２３５，２４３を設けた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断面が略コ字状で下方に開放された長尺状に形成され、対向する両側壁の内側に長手方
向に沿う導体ラインがそれぞれ設けられ、前記両側壁の開放縁から互いに内側へ延出し長
手方向に沿う２つのガイドとそれらの間の開口が設けられた中空のダクトレールに装着し
て用いられるダクトレール用ＤＣ発光システムであって、
前記ダクトレールに装着されるダクトレール用電源ユニットと、
ＤＣ電力を得て発光するＤＣ発光ユニットと、
前記ＤＣ発光ユニットを前記ダクトレールに装着するＤＣ発光ユニット装着プラグとを備
え、
前記ＤＣ発光ユニット装着プラグは、
前記開口から前記中空へ挿入される挿入部と、該挿入部が前記中空へ挿入されても外部へ
露出する露出部とを備え、
前記挿入部は、前記開口から挿入可能な幅に形成され、かつ、水平方向へ回転させると前
記ガイドの内側面に当接して抜け止めする抜け止め突起を有し、
前記露出部および前記挿入部は、前記ＤＣ発光ユニットと前記ダクトレール用電源ユニッ
トとを電気的に接続する導体ラインが通過できる貫通孔が前記露出部および前記挿入部に
貫通して設けられた
ダクトレール用ＤＣ発光システム。
【請求項２】
　前記貫通孔は、前記ＤＣ発光ユニット装着プラグの前記水平方向の回転の中心に設けら
れた
請求項１記載のダクトレール用ＤＣ発光システム。
【請求項３】
　前記露出部は、前記抜け止め突起の突出方向と平面視９０度異なる方向へ突出する回転
係止体を備え、
前記回転係止体は、前記抜け止め突起が前記ガイドの内側面に当接して抜け止めする位置
まで前記水平方向に回転されると、前記ガイドの前記開口側の端辺に係合する係合爪を備
えた
請求項１または２記載のダクトレール用ＤＣ発光システム。
【請求項４】
　前記係合爪は、前記開口の幅とほぼ同じ幅に形成された
請求項３記載のダクトレール用ＤＣ発光システム。
【請求項５】
　前記ダクトレール用電源ユニットは、
前記ＤＣ発光ユニットと電気的に接続されるＤＣ電力ラインを備え、
前記ＤＣ電力ラインは、前記ダクトレール用電源ユニットのダクトレール側に設けられて
前記ダクトレールの中空内部へ収納される構成である
請求項１から４のいずれか１つに記載のダクトレール用ＤＣ発光システム。
【請求項６】
　断面が略コ字状で下方に開放された長尺状に形成され、対向する両側壁の内側に長手方
向に沿う導体ラインがそれぞれ設けられ、前記両側壁の開放縁から互いに内側へ延出し長
手方向に沿う２つのガイドとそれらの間の開口が設けられた中空のダクトレールに装着し
て用いられるＤＣ発光ユニット装着プラグ付きＤＣ発光ユニットであって、
ＤＣ電力を得て発光するＤＣ発光ユニットと、
前記ＤＣ発光ユニットを前記ダクトレールに装着するＤＣ発光ユニット装着プラグとを備
え、
前記ＤＣ発光ユニット装着プラグは、
前記開口から前記中空へ挿入される挿入部と、該挿入部が前記中空へ挿入されても外部へ
露出する露出部とを備え、
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前記挿入部は、前記開口から挿入可能な幅に形成され、かつ、水平方向へ回転させると前
記ガイドの内側面に当接して抜け止めする抜け止め突起を有し、
前記露出部および前記挿入部は、前記ＤＣ発光ユニットと前記ダクトレール用電源ユニッ
トとを電気的に接続する導体ラインが通過できる貫通孔が前記露出部および前記挿入部に
貫通して設けられた
ＤＣ発光ユニット装着プラグ付きＤＣ発光ユニット。
【請求項７】
　断面が略コ字状で下方に開放された長尺状に形成され、対向する両側壁の内側に長手方
向に沿う導体ラインがそれぞれ設けられ、前記両側壁の開放縁から互いに内側へ延出し長
手方向に沿う２つのガイドとそれらの間の開口が設けられた中空のダクトレールに装着し
て用いられるダクトレール用電源ユニットであって、
ＤＣ発光ユニットと電気的に接続されるＤＣ電力ラインを備え、
前記ＤＣ電力ラインは、前記ダクトレール用電源ユニットのダクトレール側に設けられて
前記ダクトレールの中空内部へ収納される構成である
ダクトレール用電源ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、天井等に敷設されたダクトレールに機械的に支持され、電気的に接続され
るダクトレール用電源ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダクトレール（配線ダクト）は、断面が略コ字状で下方に開放された長尺状で、断面が
略コ字状の部分における対向する両側壁の各開放端には、他方の開放端に向けて僅かに突
出し長手方向に沿うガイドがそれぞれ延設され、両ガイドの間に開口が設けられた内部が
中空のレールである。ダクトレールの両側壁のそれぞれの内側面の対向する位置には、長
手方向に沿って導体ラインがそれぞれ連続的に敷設されている。そして、各導体ラインは
、屋内配線に接続されている。これにより、ダクトレールのガイドに機械的に支持され、
導体ラインと電気的に接続することが可能なダクトレール用プラグを用いて、照明器具等
をダクトレール上の好きな場所に設置することができる。
【０００３】
　ここで、ダクトレールにはＡＣ電力が供給され、装着する照明器具はＤＣ電力を用いる
ために、ダクトレール用の照明器具にはＡＣ／ＤＣコンバータが内臓されている（特許文
献１参照）。そして、このようにＡＣ／ＤＣコンバータを用いるものであるから、ＰＳＥ
の適合性検査を受ける必要がある。
【０００４】
　しかしながら、店舗名を示すＬＥＤサイン等の発光装置は、大量生産されるものではな
く１点のみの生産も多いため、その都度に期間と費用をかけてＰＳＥの適合性検査を受け
ることは現実的ではない。このため、需要者の要望に応じてカスタマイズされて１点ある
いは少量の生産がされるＬＥＤサイン等のような発光器具は、せっかくダクトレールが設
置されている施設であっても、別途の電源工事を行っているのが現状であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭４９－５４７９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この発明は、上述の問題点に鑑みて、発光器具の形状やデザイン等を変更してもＰＳＥ
の適合性検査を受ける必要がなく、かつ、ダクトレールに装着容易で適切なダクトレール
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用ＤＣ発光システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、断面が略コ字状で下方に開放された長尺状に形成され、対向する両側壁の
内側に長手方向に沿う導体ラインがそれぞれ設けられ、前記両側壁の開放縁から互いに内
側へ延出し長手方向に沿う２つのガイドとそれらの間の開口が設けられた中空のダクトレ
ールに装着して用いられるダクトレール用ＤＣ発光システムであって、前記ダクトレール
に装着されるダクトレール用電源ユニットと、ＤＣ電力を得て発光するＤＣ発光ユニット
と、前記ＤＣ発光ユニットを前記ダクトレールに装着するＤＣ発光ユニット装着プラグと
を備え、前記ＤＣ発光ユニット装着プラグは、前記開口から前記中空へ挿入される挿入部
と、該挿入部が前記中空へ挿入されても外部へ露出する露出部とを備え、前記挿入部は、
前記開口から挿入可能な幅に形成され、かつ、水平方向へ回転させると前記ガイドの内側
面に当接して抜け止めする抜け止め突起を有し、前記露出部および前記挿入部は、前記Ｄ
Ｃ発光ユニットと前記ダクトレール用電源ユニットとを電気的に接続する導体ラインが通
過できる貫通孔が前記露出部および前記挿入部に貫通して設けられたダクトレール用ＤＣ
発光システムであることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明により、発光器具の形状やデザイン等を変更してもＰＳＥの適合性検査を受け
る必要がなく、かつ、ダクトレールに装着容易で適切なダクトレール用ＤＣ発光システム
を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ダクトレール用ＤＣ発光システムの説明図。
【図２】ダクトレール用電源ユニットの内部構成を示す説明図。
【図３】ダクトレール用電源ユニットの各パーツの説明図。
【図４】第１部材および第２部材の縦断面の説明図。
【図５】第１部材と第２部材が合体した状態のプラグの説明図。
【図６】第１部材と第２部材をダクトレールに装着する様子を示す説明図。
【図７】吊り下げアームとＤＣ発光ユニット装着プラグの説明図。
【図８】ＤＣ発光ユニット装着プラグの斜視図による説明図。
【図９】ＤＣ発光ユニット装着プラグをダクトレールに装着する様子を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本願発明の一実施形態を説明する。
【実施例１】
【００１１】
　　　＜ダクトレールおよびダクトレール用電源ユニットの外観＞
　図１（Ａ）は、ダクトレール用ＤＣ発光システム２０１がダクトレール１００に装着さ
れている状態の一部断面正面図であり、図１（Ｂ）は、ダクトレール用電源ユニット１が
天井に敷設又は吊り下げられた通電可能なダクトレール１００に装着されている様子を示
す斜視図である。以下、ダクトレール１００にダクトレール用電源ユニット１が装着され
た状態で、ダクトレール１００側（天井側）をダクトレール用電源ユニット１の上側、ダ
クトレール１００の反対側（床側）をダクトレール用電源ユニット１の下側とする。
【００１２】
　図１（Ａ）に示すように、ダクトレール用ＤＣ発光システム２０１は、ＤＣ発光ユニッ
ト２０２と、ＤＣ発光ユニットに固定されての上方（天井側）へ伸びる吊り下げアーム２
０７と、吊り下げアーム２０７の上端に接続されてダクトレール１００に装着されるＤＣ
発光ユニット装着プラグ２２０と、ダクトレール１００に装着されて電気的に接続される
ダクトレール用電源ユニット１を有している。
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【００１３】
　ＤＣ発光ユニット２０２は、複数の文字型発光部２０３が基台２０５により連結されて
構成されている。この文字型発光部２０３は、例えば、正面解放した箱文字形状の筐体内
部にＬＥＤ発光体等の光源を設け、解放面に文字型の拡散板が嵌め込まれて、光源の光が
拡散板によって拡散されて文字型に発光型に発光するいわゆる箱文字等で構成するこがで
きる。基台２０５内には図示省略配線が設けられており、各文字型発光部２０３を電気的
および物理的に接続して、各文字型発光部２０３にＤＣ電力を供給する。
【００１４】
　吊り下げアーム２０７は、この実施例ではＤＣ発光ユニット２０２の両側端付近にそれ
ぞれ設けられており、一方の内部にＤＣ電源ライン２１５ａ，２１５ｂ（導体ライン）が
挿通され、他方の内部は中空に構成されている。ＤＣ電源ライン２１５ａ，２１５ｂは、
一端が文字型発光部２０３内の光源若しくは基台２０５の基板に接続され、他端がＤＣ発
光ユニット装着プラグ２２０からダクトレール１００の中空内部へ放出されている。
【００１５】
　ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０は、上方がダクトレール１００に固定され、下方が
吊り下げアーム２０７の固定部２１０に固定されている。　
　ダクトレール用電源ユニット１は、プラグ１０とＡＣ／ＤＣコンバート部５を有してお
り、プラグ１０によってダクトレール１００に電気的に接続されると共に物理的に固定さ
れている。
【００１６】
　図１（Ｂ）に示すように、ダクトレール１００は、断面が略コ字状を９０度左へ回転さ
せた形状のダクトレール本体１０１と、ダクトレール本体１０１の両側壁の下端から内側
へ突出する２つのガイド１０２，１０２と、ダクトレール本体１０１の内側の左右両側に
長手方向に一直線に設けられた２つの導体ライン１０３，１０３とを備えている。ダクト
レール本体１０１と２つのガイド１０２，１０２は一体に形成されており、断面が略長方
形の下面中央を長手方向に一直線に開口した形状となっている。
【００１７】
　ダクトレール本体１０１は、略水平の天井取付壁１０１ｃの両側端から下方へ垂直に設
けられた両側壁１０１ａ、１０１ｂを有している。両側壁１０１ａ、１０１ｂの両下端に
は、内側へ水平で同じ高さに設けられた２つのガイド１０２，１０２が設けられ、２つの
ガイド１０２，１０２の間に開口１０４が設けられている。このダクトレール本体１０１
、２つのガイド１０２，１０２、２つの導体ライン１０３，１０３は、長尺状に形成され
、いずれも同じ長さに形成されている。
【００１８】
　２つのガイド１０２は、ダクトレール本体１０１の両側壁１０１ａ、１０１ｂの下方の
開放端から、反対側の開放端に向けて内側水平に延出する延出部が、ダクトレール本体１
０１の長手方向に沿って設けられた長尺板状である。２つのガイド１０２は、対向するよ
うに配置される。
【００１９】
　対向する２つのガイド１０２の間には、スリット状の開口１０４が設けられている。こ
の２つのガイド１０２，１０２と開口１０４は、ほぼ同じ幅に形成されている。ダクトレ
ール本体１０１及び２つのガイド１０２で囲まれた中空内部１０５は中空になっている。
【００２０】
　２つの導体ライン１０３は、ダクトレール本体１０１の対向する両側壁１０１ａ、１０
１ｂの内側に、ダクトレール本体１０１の長手方向に沿って設けられている。２つの導体
ライン１０３は、対向するように配置される。導体ライン１０３には、外部電源から屋内
配線を介してＡＣ電力が供給される。
【００２１】
　ダクトレール用電源ユニット１は、外面をユニットケース２が覆っている。ユニットケ
ース２は、ダクトレール本体１０１の長手方向に沿って横長で、上面が開口する内部中空
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の略直方体状である。ダクトレール１００に装着されたダクトレール用電源ユニット１は
、ユニットケース２の短手方向の横幅Ｗ２がダクトレール本体１０１の横幅Ｗ１０１とほ
ぼ同じで、また、ユニットケース２の両側壁２ａ，２ｂがダクトレール本体１０１の両側
壁１０１ａ、１０１ｂと面一になるように配置されている。　
　このため、ダクトレール用電源ユニット１とダクトレール１００は、見た目が統一され
て一体感があり、美観に優れている。
【００２２】
　ダクトレール用電源ユニット１がダクトレール１００に装着された面のダクトレール１
００の内部には、ダクトレール用電源ユニット１の上面から伸びる２つのＤＣラインＬａ
，Ｌｂ（ＤＣ電力ライン）が収納されている。この２つのＤＣラインＬａ，Ｌｂは、一方
の端部がダクトレール用電源ユニット１の上面側に接続され、他方の端部がダクトレール
用電源ユニット１よりも外側に位置するように長く形成されており、一方がプラス極、他
方がマイナス極となっている。この２つのＤＣラインＬａ，Ｌｂに、ＬＥＤサイン等のＬ
ＥＤ点灯器具を電気的に接続することで、ダクトレール１００の導体ライン１０３に流れ
ているＡＣ電力をＤＣ電力に変換し、このＤＣ電力をＬＥＤサイン等の様々なＤＣ電力の
機器に供給することができる。
【００２３】
　　　＜ダクトレール用電源ユニットの全体構成＞
　図２（Ａ）は、ダクトレール用電源ユニット１の内部構成を示す斜視図、図２（Ｂ）は
、ダクトレール用電源ユニット１の内部構成を示す縦断面図である。
【００２４】
　ダクトレール用電源ユニット１は、外面がユニットケース２で覆われ、内部にＡＣ／Ｄ
Ｃコンバート部５と、プラグ部１０とを備えている。
【００２５】
　　　　＜ＡＣ／ＤＣコンバート部＞
　ＡＣ／ＤＣコンバート部５は、外形が横長の略直方体で、ＡＣ電力をＤＣ電力に変換す
るＡＣ／ＤＣコンバータである。ＡＣ／ＤＣコンバート部５は、長手方向に延びる１つの
側面５ｃに設けられた基台５１上に載置されている。ＡＣ／ＤＣコンバート部５は、一方
の端面５ａにＡＣ入力部ＴＩ１、ＴＩ２、及びＤＣ出力部ＴＯ１、ＴＯ２を有している。
なお、ＡＣ入力部ＴＩ１、ＴＩ２、及びＤＣ出力部ＴＯ１、ＴＯ２の位置は、この位置に
限らず、ＡＣ／ＤＣコンバート部５のダクトレール１００接続側面に設ける等、目立たな
い適宜の位置に設けることができる。ＤＣ出力部ＴＯ１、ＴＯ２には、ＤＣラインＬａ，
Ｌｂ（図１（Ｂ）参照）の一端がそれぞれ電気的に接続されている。
【００２６】
　図３（Ａ）は、ダクトレール１００に装着する前のダクトレール用電源ユニット１を示
す説明図で、ユニットケース２が外された状態を示している。
【００２７】
　　　　＜プラグ部＞
　プラグ部１０は、分離容易な２つの部材である第１部材３と第２部材４とが合体して構
成されている。
【００２８】
　第１部材３と第２部材４は、それぞれダクトレール１００の開口１０４から中空内部１
０５へ挿入する挿入部３１、４１と、開口１０４から露出する露出部３２，４２を有して
いる（図２（Ｂ）参照）。この第１部材３の挿入部３１がダクトレール１００の幅方向（
天井取付け状態の左右短手方向）の一方に位置し、第２部材４の挿入部４２が幅方向の他
方に位置して、両挿入部３１，４１が当接した状態で、プラグ部１０がダクトレール１０
０に固定される。第１部材３と第２部材４は、それぞれ、ダクトレール用電源ユニット１
等の接続物による荷重がかかっても破損や変形しない強度を有し、かつ、電気を通さない
絶縁性の素材により形成されており、例えばアクリル素材や樹脂素材によりそれぞれが一
体形成されている。
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【００２９】
　　　　　≪露出部≫
　第１部材３の露出部３２は、横長の略矩形状でダクトレール１００のガイド１０２（図
１（Ｂ）参照）と平行な板状体で、長手方向の一方端側の一部にＡＣ端子台部３４が設け
られ、他の他方端側の大部分にＡＣ／ＤＣコンバート設置部３３が設けられている（図３
（Ａ）参照）。
【００３０】
　ＡＣ／ＤＣコンバート設置部３３には、基台５１上に載置された横長（ダクトレール１
００の長手方向と同じ方向に長い）のＡＣ／ＤＣコンバート部５が基台５１を介してＡＣ
／ＤＣコンバート設置部３３を覆うように設置（固定）されている。ＡＣ／ＤＣコンバー
ト部５は、ＡＣ入力部ＴＩ１、ＴＩ２が設けられた一方の端面５ａが、ＡＣ端子台部３４
側に向き合うように配置されている。
【００３１】
　第１部材３のＡＣ端子台部３４には、基部３５ａをネジ３６でネジ止めする形で接触子
３５（一方接触子）が固定されている。また、接触子３５の基部３５ａには、ＡＣ／ＤＣ
コンバート部５のＡＣ入力部ＴＩ１、ＴＩ２の一方が、ケーブルで電気的に接続されてい
る。
【００３２】
　第２部材４の露出部４２には、ＡＣ端子台部４４が設けられている。　
　第２部材４のＡＣ端子台部４４には、基部４５ａをネジ４６でネジ止めする形で接触子
４５（他方接触子）が固定されている。また、接触子４５の基部４５ａには、他端にメス
側の配線コネクタＣｆが設けられたケーブルが接続されている。一方、ＡＣ／ＤＣコンバ
ート部５のＡＣ入力部ＴＩ１、ＴＩ２の他方には、他端にオス側の配線コネクタＣｍが設
けられたケーブルが接続されている。
【００３３】
　このため、メス側の配線コネクタＣｆとオス側の配線コネクタＣｍとを連結あるいは解
除することで、接触子４５の基部４５ａと、ＡＣ／ＤＣコンバート部５のＡＣ入力部ＴＩ
１、ＴＩ２の他方との間の電気的な接続及びその解除が容易に行えるようになっている。
なお、この例ではケーブルによる接続としているが、ＡＣ入力部ＴＩ１の配線コネクタＣ
ｍの代わりにダクトレール１００の内部空間へ突出する導電性の金属板を設け、接触子４
５の基部４５ａに設けられた配線コネクタＣｆの代わりに、前記金属板と接触して通電す
る導電性の金属板を設けてもよい。この場合、第１部材３と第２部材４をダクトレール１
００へ装着すると、金属板同士が接触して通電するようにできる。
【００３４】
　第１部材３の露出部３２と第２部材４の露出部４２とは、第１部材３と第２部材４とが
合体した際には、第１部材３のＡＣ端子台部３４と第２部材４のＡＣ端子台部４４とが隣
接するように配置される（図２（Ａ）参照）。
【００３５】
　　　＜プラグ部の構成＞
　図３（Ｂ）は、第１部材３と第２部材４が分離している状態のプラグ部１０の斜視図で
ある。図３（Ｃ）は、プラグ部１０を構成する第１部材３と第２部材４が有するそれぞれ
の接触子３５，４５の構成を示す平面図である。図４（Ａ１）は、図３（Ｂ）のＡ１－Ａ
１断面における第１部材３の断面図であり、図４（Ｂ１）は、図３（Ｂ）のＡ２－Ａ２断
面における第１部材３の断面図であり、図４（Ｃ１）は、図３（Ｂ）のＡ３－Ａ３断面に
おける第１部材３の断面図であり、図４（Ａ２）は、図３（Ｂ）のＢ２－Ｂ２断面におけ
る第２部材４の断面図であり、図４（Ｂ２）は、図３（Ｂ）のＢ１－Ｂ１断面における第
２部材４の断面図である。図５（Ａ）は、第１部材３と第２部材４が合体した状態のプラ
グ部１０の斜視図である。図５（Ｂ）は、図５（Ａ）のＤ－Ｄ断面におけるプラグ部１０
の縦断面図である。図５（Ｃ）は、図５（Ａ）のＤ－Ｄ断面におけるプラグ部１０の縦断
面図であり、各部位の寸法規制を説明するものである。
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【００３６】
　　　　＜第１部材＞
　　　　　≪挿入部≫
　第１部材３の挿入部３１は、断面が矩形状で、ダクトレール１００に装着した際に、ダ
クトレール１００の長手方向に沿って延びる角棒状の挿入基体３１ａを有する。
【００３７】
　挿入基体３１ａは、ダクトレール１００に装着した際に、ダクトレール本体１０１の天
井取付壁１０１ｃに殆ど当接するくらいに接近して対向する天井取付壁対向面３１ｆと、
天井取付壁対向面３１ｆの反対側でダクトレール１００の開口１０４から露出する露出面
３１ｊと、天井取付壁対向面３１ｆに垂直な面で、第１部材３と第２部材４とが合体した
際に、互いに背中合わせになって当接し押圧し合う背面３１ｅ（一方スライド係合面，当
接面）と、背面３１ｅの反対側でダクトレール本体１０１の側壁１０１ａに対向する側壁
対向面３１ｋと、を有する（図５（Ｃ）参照）。
【００３８】
　挿入基体３１ａは、露出面３１ｊの大部分が、第１部材３の露出部３２に連結され、露
出部３２と一体となっている。露出面３１ｊの残りの部分は、第１部材３と第２部材４と
が合体した際に、第２部材４の露出部４２に被覆される（図３（Ｂ），図５（Ａ）参照）
。
【００３９】
　挿入基体３１ａは、背面３１ｅと、第１部材３と第２部材４とが合体した際に第２部材
４の露出部４２により被覆されることになる側の挿入基体３１ａの端面３１ｇとが交差す
る交差部に、コーナを切り落としたコーナ切り落とし部３１ｉが設けられている（図３（
Ｂ）参照）。
【００４０】
　このため、コーナ切り落とし部３１ｉは、第２部材４をダクトレール１００に取り付け
、第２部材４から少し離した位置にてダクトレール１００の内部へ挿入部３１を挿入した
第１部材３を第２部材４と当接する位置までスライドさせて、第１部材３と第２部材４と
を合体させる際に、スライドさせやすくし、かつ、第２部材４の方の背面４１ｅ（他方ス
ライド係合面，当接面）を誘導して第１部材３の方の背面３１ｅに当接しやすくできる。
【００４１】
　挿入基体３１ａは、側壁対向面３１ｋの天井取付壁対向面３１ｆに近い側に挿入案内突
起３１ｄを有する。挿入案内突起３１ｄは、側壁対向面３１ｋから外方に突出し、長手方
向に延びる板状の突起である（図５（Ｃ）参照）。
【００４２】
　挿入基体３１ａは、側壁対向面３１ｋの露出面３１ｊに近い側に一方抜け止め防止突起
３１ｂを有する。一方抜け止め防止突起３１ｂは、側壁対向面３１ｋから外方に突出し、
長手方向に延びる板状の突起である。一方抜け止め防止突起３１ｂは、ダクトレール１０
０に装着した際に、ガイド１０２ａの内側面と当接するようになっている。
【００４３】
　挿入基体３１ａは、側壁対向面３１ｋの挿入案内突起３１ｄと一方抜け止め防止突起３
１ｂで挟まれた領域に、これらに平行に接触子格納溝３１ｃが形成されている。接触子格
納溝３１ｃには、接触子３５の一部が格納される。
【００４４】
　一方抜け止め防止突起３１ｂは、ダクトレール１００のガイド１０２と接触する面が、
ガイド１０２と平行な水平面に形成されている。また、一方抜け止め防止突起３１ｂに対
して、背面３１ｅは、直角に形成されている。すなわち、背面３１ｅは、ダクトレール１
００の長手方向および高さ方向に広がる平面（法線方向がダクトレール１００の幅方向と
なる平面）に形成されている。
【００４５】
　　　　≪接触子≫
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　接触子３５は、導電性の金属で形成された、基部３５ａと、支持部３５ｂと、板バネ部
３５ｃと、接触端子部３５ｄを備えている（図３（Ｃ）参照）。
【００４６】
　基部３５ａは、縦断面が逆Ｌ字状に屈曲する板体で、水平面部３５ａ１がＡＣ端子台部
３４の水平面にネジ３６でネジ止め固定され、垂直面部３５ａ２の支持部３５ｂがＡＣ端
子台部３４の垂直面に固定されている（図４参照）。
【００４７】
　支持部３５ｂは、接触子格納溝３１ｃに沿って埋設された長尺の板体で、接触子格納溝
３１ｃにネジ３６ａ，３６ｂにより２箇所ネジ止め固定されている。支持部３５ｂは、長
辺の一部に基部３５ａの垂直面部３５ａ２が連結されている（図３（Ｃ）参照）。
【００４８】
　板バネ部３５ｃは、一端に支持部３５ｂの一端が連結され、当該一端を基点として接触
子格納溝３１ｃから斜め外方に突き出している長尺の板バネである。板バネ部３５ｃは、
他端に接触端子部３５ｄが連結されている。板バネ部３５ｃは、支持部３５ｂ側が固定さ
れ、他端に連結された自由端である接触端子部３５ｄを接触子格納溝３１ｃ側に押圧する
と押し返す弾性力を有している。
【００４９】
　接触端子部３５ｄは、略台形状の板体で、長辺の下底辺３５ｄ１に板バネ部３５ｃの他
端が連結されている。接触端子部３５ｄは、接触子格納溝３１ｃに対して垂直に配置され
、短辺の上底辺３５ｄ２が接触子格納溝３１ｃから遠い側に配置され、かつ接触子格納溝
３１ｃにほぼ平行になるように向けられている。
【００５０】
　接触端子部３５ｄは、上底辺３５ｄ２が、挿入案内突起３１ｄ及び一方抜け止め防止突
起３１ｂの先端より外方に突出しないように配置するのが好ましい。
【００５１】
　また、上底辺３５ｄ２は、僅かに外方に凸状に湾曲していてもよい。　
　これにより、接触端子部３５ｄは、ダクトレール１００に装着した際に、上底辺３５ｄ
２が、ダクトレール１００の一方の導体ライン１０３ａと接触すると共に、板バネ部３５
ｃからの弾性力を受けて一方の導体ライン１０３ａを押圧する（図５（Ｃ）参照）。
【００５２】
　また、上底辺３５ｄ２が僅かに外方に凸状に湾曲している場合には、上底辺３５ｄ２は
、ダクトレール１００に装着する際に、一方の導体ライン１０３ａ上を滑るようにしなが
ら接触点の箇所が自動的に移動する。
【００５３】
　このため、ダクトレール１００への装着に際して、接触端子部３５ｄと導体ライン１０
３ａとの間の良好な接触を実現するためにあまり気を使わなくて済む。
【００５４】
　　　　＜第２部材＞
　　　　　≪挿入部≫
　第２部材４の挿入部４１は、第１部材３の挿入部３１と同様に、断面が矩形状で、ダク
トレール１００に装着した際に、ダクトレール１００の長手方向に沿って延びる角棒状の
挿入基体４１ａを有する。
【００５５】
　挿入基体４１ａは、ダクトレール１００に装着した際に、ダクトレール本体１０１の天
井取付壁１０１ｃに殆ど当接するくらいに接近して対向する天井取付壁対向面４１ｆと、
天井取付壁対向面４１ｆの反対側でダクトレール１００の開口１０４から露出する露出面
４１ｊと、天井取付壁対向面４１ｆに垂直な面で、第１部材３と第２部材４とが合体した
際に、互いに背中合わせになって当接し押圧し合う背面４１ｅと、背面４１ｅの反対側で
ダクトレール本体１０１の側壁１０１ｂに対向する側壁対向面４１ｋと、を有する（図５
（Ｃ）参照）。
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【００５６】
　挿入基体４１ａは、露出面４１ｊの一部が、第２部材４の露出部４２に連結され、露出
部４２と一体となっている。露出面４１ｊの残りの大部分は、第１部材３と第２部材４と
が合体した際に、第１部材３の露出部３２に被覆される（図３（Ｂ），図５（Ａ）参照）
。
【００５７】
　挿入基体４１ａは、側壁対向面４１ｋの天井取付壁対向面４１ｆに近い側に挿入案内突
起４１ｄを有する。挿入案内突起４１ｄは、側壁対向面４１ｋから外方に突出し、長手方
向に延びる板状の突起である（図５（Ｃ）参照）。
【００５８】
　挿入基体４１ａは、側壁対向面４１ｋの露出面４１ｊに近い側に他方抜け止め防止突起
４１ｂを有する。他方抜け止め防止突起４１ｂは、側壁対向面４１ｋから外方に突出し、
長手方向に延びる板状の突起である。他方抜け止め防止突起４１ｂは、ダクトレール１０
０に装着した際に、ガイド１０２ｂの内側面と当接するようになっている。
【００５９】
　挿入基体４１ａは、側壁対向面４１ｋの挿入案内突起４１ｄと他方抜け止め防止突起４
１ｂで挟まれた領域に、これらに平行に接触子格納溝４１ｃが形成されている。接触子格
納溝４１ｃには、接触子４５の一部が格納される。
【００６０】
　他方抜け止め防止突起４１ｂは、ダクトレール１００のガイド１０２と接触する面が、
ガイド１０２と平行な水平面に形成されている。また、他方抜け止め防止突起４１ｂに対
して、背面４１ｅは、直角に形成されている。すなわち、背面４１ｅは、ダクトレール１
００の長手方向および高さ方向に広がる平面（法線方向がダクトレール１００の幅方向と
なる平面）に形成されている。
【００６１】
　　　　≪接触子≫
　第２部材４の接触子４５は、第１部材３の接触子３５と同様に、導電性の金属で形成さ
れた、基部４５ａと、支持部４５ｂと、板バネ部４５ｃと、接触端子部４５ｄを備えてい
る（図３（Ｃ）参照）。
【００６２】
　第２部材４の接触子４５は、基部４５ａの支持部４５ｂへの連結位置が異なる以外は、
第１部材３の接触子３５と左右対照となっている。基部４５ａの支持部４５ｂへの連結位
置が異なるのは、基部４５ａがネジ止め固定されるＡＣ端子台部４４の配置が、第１部材
３のＡＣ端子台部３４の配置と異なっていることに起因している。
【００６３】
　接触子４５の基部４５ａと、支持部４５ｂと、板バネ部４５ｃと、接触端子部４５ｄの
構成、及び機能は、対応する接触子３５の基部３５ａと、支持部３５ｂと、板バネ部３５
ｃと、接触端子部３５ｄのそれと同じであるため、記載を省略する。
【００６４】
　　　　＜寸法規制＞
　第１部材３の挿入案内突起３１ｄの先端と背面３１ｅとの距離Ｗ３１ｄは、ダクトレー
ル１００の開口１０４の幅Ｗ１０４以下に形成されている（図５（Ｃ）参照）。
【００６５】
　第１部材３の一方抜け止め防止突起３１ｂの先端と背面３１ｅとの距離Ｗ３１ｂ（挿入
部３５の幅）は、ダクトレール１００の開口１０４の幅Ｗ１０４以下に形成されている。
【００６６】
　第２部材４の挿入案内突起４１ｄの先端と背面４１ｅとの距離Ｗ４１ｄは、ダクトレー
ル１００の開口１０４の幅Ｗ１０４以下に形成されている。
【００６７】
　第２部材４の他方抜け止め防止突起４１ｂの先端と背面４１ｅとの距離Ｗ４１ｂ（挿入
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部４５の幅）は、ダクトレール１００の開口１０４の幅Ｗ１０４以下に形成されている。
　第１部材３の露出部３２は、横幅Ｗ３２がダクトレール本体１０１の横幅Ｗ１０１より
小さく、かつダクトレール１００の開口１０４の幅Ｗ１０４より大きく、ダクトレール１
００に装着した際には、開口１０４を塞ぐように配置されている。
　第１部材３の露出部３２の横幅Ｗ３２は、第１部材３の一方抜け止め防止突起３１ｂの
先端と背面３１ｅとの距離Ｗ３１ｂ（挿入部３５の幅）と、第２部材４の他方抜け止め防
止突起４１ｂの先端と背面４１ｅとの距離Ｗ４１ｂ（挿入部４５の幅）との和と同じか僅
かに大きいのが好ましい。
【００６８】
　第１部材３の側壁対向面３１ｋと背面３１ｅとの間の距離Ｗ３１ａと、第２部材４の側
壁対向面４１ｋと背面４１ｅとの間の距離Ｗ４１ａとの和は、ダクトレール１００の開口
１０４の幅Ｗ１０４以下であり、距離Ｗ３１ａと距離Ｗ４１ａがほぼ同じであるのが好ま
しい。この実施例では、距離Ｗ３１ａと距離Ｗ４１ａの和が幅Ｗ１０４とほぼ同じに形成
されている。これにより、第１部材３と第２部材４を当接させて一体とさせたときに、第
１部材３と第２部材４で構成されるプラグ部１０が、自重等で簡単にスライド方向へ動く
ことがなく、かつ、人が強い力でスライドさせようとするとスライドできる程度の安定度
でダクトレール１００へ取り付けられる。
【００６９】
　また、第１部材３の距離Ｗ３１ｂと距離Ｗ３１ａの差は、ガイド１０２の内面側の突出
長さ（ガイド１０２の幅方向の長さ）に対して、同じかそれ以下に短くすることができ、
かつ、ガイド１０２の内面側の突出長さの半分以上、好ましくは３分の２以上とすること
ができる。これにより、ガイド１０２と一方抜け止め防止突起３１ｂが好適に面接触し、
第１部材３がダクトレール１００から抜け落ちることを防止できる、
【００７０】
　また、第２部材４の距離Ｗ４１ｂと距離Ｗ４１ａの差は、ガイド１０２の内面側の突出
長さ（ガイド１０２の幅方向の長さ）に対して、同じかそれ以下に短くすることができ、
かつ、ガイド１０２の内面側の突出長さの半分以上、好ましくは３分の２以上とすること
ができる。これにより、ガイド１０２と他方抜け止め防止突起４１ｂが好適に面接触し、
第２部材４がダクトレール１００から抜け落ちることを防止できる、
【００７１】
　第１部材３の一体となって形成されている一方抜け止め防止突起３１ｂと、露出部３２
（３２ａ）との間の隙間間隔Ｇ３１ｂは、ダクトレール１００のガイド１０２ａの厚さＴ
１０２より僅かに大きい程度に形成されている。これにより、隙間間隔Ｇ３１ｂにはまり
込むガイド１０２ａががたつかず、かつ、ガイド１０２ａに沿って第１部材３をスムーズ
にスライドさせることができる。
【００７２】
　第２部材４の挿入基体４１ａの露出面４１ｊと他方抜け止め防止突起４１ｂとの間の段
差ＧＨ４１ｂは、ダクトレール１００のガイド１０２ｂの厚さＴ１０２より僅かに大きい
のが好ましい。
【００７３】
　第１部材３の挿入基体３１ａの天井取付壁対向面３１ｆと露出面３１ｊとの間の距離Ｈ
３１ａは、ダクトレール１００の天井取付壁１０１ｃの内側面とガイド１０２ａの外側面
との間の距離Ｄ１０５より僅かに短いのが好ましい。
【００７４】
　第２部材４の挿入基体４１ａの天井取付壁対向面４１ｆと露出面４１ｊとの間の距離Ｈ
４１ａは、ダクトレール１００の天井取付壁１０１ｃの内側面とガイド１０２ｂの外側面
との間の距離Ｄ１０５より僅かに短いのが好ましい。
【００７５】
　　　　＜ダクトレールへの装着＞
　図６（Ａ）は、第１部材３をダクトレール１００に装着する動作を断面図により説明す
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る説明図であり、図６（Ｂ）は、第２部材４をダクトレール１００に装着する動作を断面
図により説明する説明図であり、図６（Ｃ）は、第１部材３と第２部材４をダクトレール
１００に装着した状態の断面図である。
【００７６】
（１）第１部材３の挿入
　露出部３２がダクトレール１００の反対側（床側）となる状態で、天井に設けられたダ
クトレール１００の開口１０４に向けて挿入部３１を近づけ、中空内部１０５内に挿入部
３１を挿入し、挿入基体３１ａの天井取付壁対向面３１ｆを天井取付壁１０１ｃの内側面
に向けて押し当てる。　挿入基体３１ａの天井取付壁対向面３１ｆを天井取付壁１０１ｃ
の内側面に向けて押し当てた状態で一方抜け止め防止突起３１ｂ側（図４（Ａ１）参照）
へ幅方向にスライドさせ、挿入基体３１ａの側壁対向面３１ｋがダクトレール１００のガ
イド１０２ａの先端と当接するまで、側壁対向面３１ｋをダクトレール１００の側壁１０
１ａに近づける。このとき、ダクトレール１００の導体ライン１０３に第１部材３の接触
端子部３５ｄが板バネ部３５ｃの弾性力によって押し当てられつつ接触し、通電可能な状
態となる。
【００７７】
　この第１部材３の挿入は、第１部材３のＡＣ／ＤＣコンバート設置部３３にＡＣ／ＤＣ
コンバート部５が固定された状態で行うことが好ましい。これにより、天井に向かって第
１部材３にＡＣ／ＤＣコンバート部５をネジ止め等して固定する労力と時間を削減できる
。
【００７８】
（２）第２部材４の挿入
　第１部材３とはダクトレール１００の長手方向に離れた位置で、露出部４２がダクトレ
ール１００の反対側（床側）となる状態で、天井に設けられたダクトレール１００の開口
１０４に向けて挿入部４１を近づけ、中空内部１０５内に挿入部４１を挿入し、挿入基体
４１ａの天井取付壁対向面４１ｆを天井取付壁１０１ｃの内側面に向けて押し当てる。
【００７９】
　挿入基体４１ａの天井取付壁対向面４１ｆを天井取付壁１０１ｃの内側面に向けて押し
当てた状態で他方抜け止め防止突起４１ｂ側（図４（Ｂ２）参照）へ幅方向にスライドさ
せ、挿入基体４１ａの側壁対向面４１ｋがダクトレール１００のガイド１０２ｂの先端と
当接するまで、側壁対向面４１ｋをダクトレール１００の側壁１０１ｂに近づける。この
とき、ダクトレール１００の導体ライン１０３に第２部材４の接触端子部４５ｄが板バネ
部４５ｃの弾性力によって押し当てられつつ接触し、通電可能な状態となる。
【００８０】
（３）第１部材３と第２部材４の当接
　第１部材３と第２部材４の一方または両方を近付く方へスライドさせ、図２（Ｂ）に示
したように、第１部材３の露出部３２と第２部材４の露出部４２が当接する位置、すなわ
ち第１部材３の背面３１ｅと第２部材４の背面４１ｅが長手方向および高さ方向に十分な
面で当接する位置までスライドさせる。これにより、両背面３１ｅ，４１ｅが互いにしっ
かりと当接する当接面が形成される。
【００８１】
　なお、この当接面の高さは、ダクトレール１００の天井取付壁１０１ｃの内面からガイ
ド１０２までの高さの７割以上とすることでき、８割以上とすることが好ましく、９割以
上とすることがより好ましく、殆ど全てとすることが好適である。
【００８２】
　また、この当接面の長さ（ダクトレール１００の長手方向の長さ）は、当接している前
記当接面の高さの４分の１以上とすることができ、２分の１以上とすることが好ましく、
同じ長さ以上とすることがより好ましく、２倍の長さ以上とすることが好適である。
　また、両背面３１ｅ，４１ｅ（当接面）は、ダクトレール１００の長手方向に平行に延
びる複数の線条の高さの低い凹凸（横縞模様）が形成されていてもよい。これにより、両
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背面３１ｅ，４１ｅは、当接した状態で、当接面の長さ方向にはスライド容易であるが、
当接面の高さ方向にはスライドしづらくなる。このため、両背面３１ｅ，４１ｅは、吊り
下げるダクトレール用電源ユニット１等の自重によって両背面３１ｅ，４１ｅ間の高さ方
向に大きな剪断応力が加わっても、高さ方向には滑りにくく互いにしっかりと当接できる
。
【００８３】
（４）電気接続
　配線コネクタＣｆと配線コネクタＣｍとを連結し、接触子４５の基部４５ａと、ＡＣ／
ＤＣコンバート部５のＡＣ入力部ＴＩ１、ＴＩ２の他方が通電するように電気的に接続す
る。
【００８４】
（５）固定
　第１部材３と第２部材４の相対位置が時間経過や振動等によって変化しないように、ネ
ジ止め等の適宜の方法によって第１部材３と第２部材４の相対位置を固定する。
【００８５】
（６）仕上げ
　ＡＣ／ＤＣコンバート部５を囲むようにユニットケース２を取り付け、第１部材３、第
２部材４、ＡＣ／ＤＣコンバート部５、またはこれらの複数に対してネジ止め、あるいは
適宜の引っ掛け金具により引っ掛ける等の方法によりユニットケース２を固定する。この
とき、配線コネクタＣｆと配線コネクタＣｍもユニットケース２により被覆し、配線コネ
クタＣｆと配線コネクタＣｍが見えないようにして美観を良くする。
【００８６】
（７）ＬＥＤサイン等の接続
　ダクトレール用電源ユニット１に設けられているＤＣラインＬａ，Ｌｂを、ＬＥＤサイ
ン等の機器の接続端子に接続する。このようにして、ダクトレール用電源ユニット１をＡ
Ｃ電力を供給するダクトレール１００に装着でき、ダクトレール用電源ユニット１からＬ
ＥＤサイン等の機器へＤＣ電力を供給することができる。
【００８７】
　　　＜吊り下げアーム２０７＞
　図７（Ａ）は、吊り下げアーム２０７の固定部２１０とＤＣ発光ユニット装着プラグ２
２０を上下反転した状態で示す斜視図であり、図７（Ｂ）はＤＣ発光ユニット装着プラグ
２２０の背面を示す背面図である。
【００８８】
　吊り下げアーム２０７は。円筒形状に形成されており、その一端にリング状に広がるフ
ランジ形状の固定部２１０が設けられている。固定部２１０は、吊さ部アーム２０７の基
部を取り巻く円弧状の２つの装着孔２１０ａ，２１０ａが設けられている。この２つの装
着孔２１０ａ，２１０ａは、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０に設けられた４つの取付
け孔２４５と連通するように構成されている。
【００８９】
　これにより、少なくとも２ヶ所をネジ２１３でネジ止めすることによってＤＣ発光ユニ
ット装着プラグ２２０と吊り下げアーム２０７を固定できる。２つの装着孔２１０ａ，２
１０ａは４５度以上をカバーする円弧形状であり、４つの取付け孔２４５が中心から４ヶ
所均等の距離および間隔に配置されていることにより、吊り下げアーム２０７とＤＣ発光
ユニット装着プラグ２２０の水平方向の取り付け角度を自由に設定することができる。こ
れにより、ダクトレール１００に対してＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０の設置の向き
を表裏自由に設定でき、また、ダクトレール１００に対するＤＣ発光ユニット装着プラグ
２２０の装着を右回転および左回転のどちらでもできる。
【００９０】
　　　＜ＤＣ発光ユニット装着プラグ＞
　図８（Ａ）は、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０の斜視図であり、図８（Ｂ）は、表
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裏を逆にしたＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０の斜視図であり、図９（Ａ）はＤＣ発光
ユニット装着プラグ２２０をダクトレール１００に装着しようと挿入した状態の縦断面図
であり、図９（Ｂ）はダクトレール１００に挿入したＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０
を９０度回転させて装着した状態の一部縦断面図である。
【００９１】
　ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０は、略長方形である程度の厚みのある板状の本体部
２４２（図８（Ａ）参照）と、本体部２４２（露出部）よりダクトレール１００側（図８
（Ａ）の図示上側）に設けられた回転係止体２３０と、回転係止体２３０よりもダクトレ
ール１００側に設けられた抜け止め防止体２２１（挿入部）とを有している。
【００９２】
　本体部２４２は、長方形の板状の中心に鉛直方向（厚み方向）の貫通孔２４３が設けら
れ、その周囲４ヶ所の床面側（ダクトレール１００と反対側）に４つのネジ孔２４５がそ
れぞれ設けられている。本体部２４２のダクトレール１００との対向面には、短辺の中心
の一定幅が前記貫通孔２４３の少し手前まで長方形に窪む凹部２４７が設けられている。
本体部２４２のダクトレール１００側の面の中心付近には、略リング形状に凸となるスペ
ーサー部２４１が設けられている。このスペーサー部２４１は、ダクトレール１００の一
方の側壁１０１ａがガイド１０２より突出して形成される長手方向に一直線の突出片１０
２ｓ（図９（Ｂ）参照）と同じ高さに形成されている。
【００９３】
　回転係止体２３０は、図８（Ａ）に示すように円盤部２３１の一部が長方形の板状部２
３４として半径方向へ突出する形状であり、円盤部２３１の中心に本体部２４２の貫通孔
２４３と連通する貫通孔２３５（図９（Ａ）参照）が厚み方向に設けられている。
【００９４】
　板状部２３４は、図８（Ａ）に示すように、外側端部よりも少し内側のダクトレール１
００側（図８（Ａ）の図示上側）にダクトレール１００の開口１０４と同じ幅に突出する
係合爪２３２が設けられている。また、板状部２３４の外側端部は、係合爪２３２の高さ
よりも薄く形成されて操作片２３３が形成されている。
【００９５】
　回転係止体２３０は、本体部２４２の長手方向の一方に向かって板状部２３４が伸びる
ように配置され、板状部２３４の先端（操作片２３３の先端）から貫通孔２３５までの距
離が、本体部２４２の長手方向の一端から貫通孔２４３までの距離と一致するように構成
され、操作片２３３の端辺と本体部２４２の端辺が面一になるように構成されている。ま
た、板状部２３４の短手方向の幅および係合爪２３２の幅は、ダクトレール１００の開口
１０４とほぼ同じ幅で若干短く構成されている。このため、係合爪２３２および板状部２
３４は、装着時に開口１０４内に収まってガイド１０２（図９（Ｂ）参照）の開口１０４
側の縁に端部が当接し、回転係止される。
【００９６】
　この回転係止体２３０は、アクリルや樹脂など、不との指等で押圧すると曲がるが押圧
解除すると元に戻る程度の弾性力を有する素材により一体形成されている。
【００９７】
　抜け止め防止体２２１は、長方形の短辺を中心が凸となる円弧状に形成した形状であり
、長手方向が本体部２４２の短手方向と平行となるように構成されている。抜け止め防止
体２２１の短手方向の幅は、ガイドレール１００の開口１０４の幅より少し短く形成され
、抜け止め防止体２２１の長手方向の長さは、ガイドレール１００のガイド１０２の水平
方向突出幅よりも短く、かつ、ガイド１０２に十分係合して抜け止めできるだけの長さに
形成されている。この長手方向の突出部分が抜け止め突起２２２として機能する。抜け止
め防止体２２１の円弧状の短辺は、中心から真円を描いたときの円周に沿う円弧状に形成
され、かつ、本体部２４２に向かって少し凸に形成されて、この凸部分が係止凸部２２３
として機能する。
【００９８】
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　抜け止め防止体２２１は、中心に、本体部２４２の貫通孔２４３および回転係止体２３
０の貫通孔２３５と連通する貫通孔２２５（図９（Ａ）参照）を備えている。また、抜け
止め防止体２２１は、貫通孔２２５の周囲がダクトレール１００側へ円板状に凸となった
直径が開口１０４の幅とほぼ同じであるスペーサ部２２４を備えている。このスペーサ部
２２４の高さは、ダクトレール１００のガイド１０２（図９（Ｂ）参照）とほぼ同じ高さ
若干高く形成されている。
【００９９】
　　　＜ＤＣ発光ユニット装着プラグのダクトレールへの装着＞
　まず、図９（Ａ）に示すように、ダクトレール１００の長手方向に抜け止め防止体２２
１の長手方向を合わせ、ダクトレール１００の開口１０４に抜け止め防止体２２１を奥ま
で挿入する。このとき、回転係止体２３０の板状部２３４は、ダクトレール１００の幅方
向へ突出している。また、このとき、ダクトレール１００の２つのガイド１０２，１０２
の間にスペーサ部２２４が位置している状態となる。
【０１００】
　なお、このとき、図７（Ａ）に示したように、吊り下げアーム２０７をネジ２１３によ
って軽く抜け止めしておき、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０と吊り下げアーム２０７
が相対的に回転できるようにしておく。
【０１０１】
　次に、図９（Ｂ）に示すように、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０を水平方向へ９０
度回転させる。回転させるに際して、回転係止体２３０の係合爪２３２がダクトレール１
００に接触して回転を妨げる場合がある。この場合は、操作片２３３を本体部２４２側へ
押圧操作し、凹部２４７（図８（Ｂ）参照）内へ係合爪２３２を退避させて、係合爪２３
２のひっかかりを解除する。そうすると、回転係止体２３０の弾性力によって、その後の
回転でひっかかることなく許容され、係合爪２３２が開口１０４に嵌り込むまで（９０度
回転するまで）回転する。
【０１０２】
　９０度回転すると、係合爪２３２が弾性の復帰力により開口１０４に嵌り込み、２つの
ガイド１０２の内側片と係合爪２３２が接触し、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０がダ
クトレール１００に対して相対回転することが防止される。
【０１０３】
　またこのとき、抜け止め防止体２２１は、ガイド１０２の内側面に係止凸部２２３が当
接しつつ回転し、係止凸部２２３を有する抜け止め突起２２２とガイド１０２が対向して
互いに平行な状態となって、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０がダクトプラグ１００に
抜け止めされる。
【０１０４】
　このようにＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０を９０度回転させる際、ＤＣ発光ユニッ
ト装着プラグ２２０に装着される吊り下げアーム２０７（図７（Ａ）参照）が回転可能な
程度にネジ２１３が緩められているため、吊り下げアーム２０７が図１（Ａ）に示したよ
うに複数本設けられて回転不可能な場合であっても、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０
を９０度回転させることができる。
【０１０５】
　その後、ネジ２１３をしっかり回してＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０と吊り下げア
ーム２０７を固定し、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０の貫通孔２２５，２３５，２４
３（図９（Ａ）参照）から出ているＤＣ電源ライン２１５ａ，２１５ｂ（導体ライン，図
１（Ａ）参照）をダクトレール用電源ユニット１のＤＣラインＬａ，ＬｂまたはＤＣ出力
部ＴＯ１，ＴＯ２（図２（Ａ）参照）に電気的に接続する。
【０１０６】
　このようにして、電源ライン等がダクトレール１００の周囲にはみ出していない美しい
美観のダクトレール用ＤＣ発光システム２０１を提供することができる。
　そして、ダクトレール１００の開口１０４のうちＤＣ電源ライン２１５ａ，２１５ｂや
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ＤＣラインＬａ，Ｌｂが見えている部分に、図示省略するカバーを装着すれば、電源ライ
ン等が完全に見えない美しい美観を提供できる。
【０１０７】
　以上の構成により、発光器具の形状やデザイン等を変更してもＰＳＥの適合性検査を受
ける必要がなく、かつ、ダクトレールに装着容易で適切なダクトレール用ＤＣ発光システ
ム１を提供することができる。
【０１０８】
　ＤＣ発光ユニット２０２にＤＣ電力を供給するＤＣ電源ライン２１５ａ，２１５ｂは、
吊り下げアーム２０７の内部を通過し、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０の貫通孔２２
５，２３５，２４３を通過してダクトレール１００の中空内部１０５（図２（Ｂ）参照）
内に配置されるため、ＤＣ電源ライン２１５ａ，２１５ｂを一切外に見せないようにする
ことが可能となる。
【０１０９】
　また、抜け止め防止体２２１の長手方向と、回転係止体２３０の長手方向が、９０度異
なる方向に配置されているため、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０を水平方向に９０度
回転させる１回の動作により、抜け止め防止体２２１によるダクトレール１００からの抜
け止め（抜け落ちを防止するべくＤＣ発光ユニット２０２の重量を支える）と、ＤＣ発光
ユニット装着プラグ２２０の回転係止（地震や振動等によってＤＣ発光ユニット装着プラ
グ２２０が回転していくことを防止）の両方を実行することができる。
【０１１０】
　また、ＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０は、ダクトレール１００の導体ライン１０３
に接触せず、ＡＣ電力に対する通電を行わない構成であるため、図１（Ａ）の左側のＤＣ
発光ユニット装着プラグ２２０に示すようにＤＣ電源ライン２１５ａ，２１５ｂを挿通し
て利用することもできれば、図１（Ａ）の右側のＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０に示
すように示すようにＤＣ電源ライン２１５ａ，２１５ｂ等を挿通せずに単に吊り下げ時の
ダクトレール１００への物理的な固定用として利用することもできる。
【０１１１】
　また、回転係止体２３０により、装着後に回転を防止することができるとともに、取り
外したいときには、操作片２３３を操作して板状部２３４を凹部２４７に退避させてＤＣ
発光ユニット装着プラグ２２０を回転させることができ、容易に取り外すことができる。
【０１１２】
　また、本体部２４２にスペーサー部２４１が設けられていることにより、ダクトレール
１００へのＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０の取り付けおよび取り外しの際に、ＤＣ発
光ユニット装着プラグ２２０が回転できると共に、回転係止体２３０の係合爪２３２がダ
クトレール１００の突出片１０２ｓ（図９（Ｂ）参照）を乗り越えることがきる。
【０１１３】
　また、ダクトレール１００への取付け取外しに際して、操作レバーの回動操作を用いな
いダクトレール用電源ユニット１を提供することができる。
【０１１４】
　ダクトレール用電源ユニット１のプラグ部１０は、ダクトレール１００の幅方向の一方
に係合および通電する第１部材３とダクトレール１００の幅方向の他方に係合および通電
する第２部材４とで構成されている。このため、プラグ部１０は、第１部材３と第２部材
４をダクトレール１００の長手方向の異なる位置で中空内部１０５に挿入部３１，４１を
それぞれ挿入し、一方または両方をスライドして互いに長手方向の同じ位置にて背面３１
ｅ，４１ｅを当接させることで、ダクトレール１００への係合と通電を容易に実現できる
。
【０１１５】
　ダクトレール用電源ユニット１の取り付け作業は、第１部材３を開口１０４から挿入し
、第２部材４を開口１０４から挿入し、これらをスライドさせて互いに幅方向に位置して
当接する位置に配置するだけで、安定して配置できる。その後は、配設の接続とユニット
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ケース２の取り付け程度で済むため、設置作業時に脚立等の上で上方を向きながら腕を上
に伸ばして複雑な取り付け作業を行うということを回避でき、簡便かつ楽に装着すること
ができる。
【０１１６】
　この発明は、上述した実施形態に限らず、様々な実施形態とすることができる。　
　例えば、第１部材３は、図３（Ｃ）において、図示上下方向（ダクトレール１００の長
手方向）中央よりも上側を図示上下方向へダクトレール１００の長手方向へ長く（例えば
本実施例の２倍から５倍程度長く）形成し、第２部材４の長さはそのままとし、第２部材
４の図示上下方向中央よりも上側部分と同じ形状で接触子４５を除いた形状の第３部材（
図示省略）を用いる構成としてもよい。この場合、第１部材３と第２部材４は、露出部３
２，４２が当接する位置で固定され、かつ、第１部材３の図示上端付近に、第３部材を当
接させて固定することができる。これにより、第１部材３を長く形成して安定設置させ、
かつ、第２部材４と第３部材を長手方向の両端からスライドさせて安定設置することがで
きる。このとき、単に第１部材３と第２部材４を長く形成すると、スライドさせる距離が
長く当接面も広くなって途中から摩擦力によってスライド困難になるが、このようなこと
を防止して簡単に安定してダクトレール１００に取り付けることができる。
【０１１７】
　また、第２部材４の挿入部４１（図３（Ｂ）参照）は、装着のためにスライド移動させ
る先頭部分（図３（Ｂ）における右上部分）に、幅方向の肉厚が先細りするように面取り
部とテーパー部を設けても良い、面取り部は、背面４１ｅ（図５（Ｃ）参照）に設けると
よく、テーパー部は、側壁対向面４１ｋ（図５（Ｃ）参照）に設けると良い。テーパー部
は、面取り部よりも長い距離をかけて先細りする形状とすると良い。このように構成した
場合、面取り部により、第１部材３と第２部材４を相対的にスライドさせて重なりはじめ
のときにひっかかりを防止でき、かつ、そこからさらにスライドさせる際の動きをテーパ
ー部によりスムーズにすることができる。
【０１１８】
　また、ＡＣ／ＤＣコンバート部５は、天井に吊り下げられたダクトレール１００の上に
載置する構成としてもよい。この場合、第１部材３と第２部材４の各接触子３５，４５か
らそれぞれ通電用の線を伸ばし、ダクトレール１００の開口１０４からダクトレール１０
０の周囲を通って上方のＡＣ／ＤＣコンバート部５のＡＣ入力部ＴＩ１、ＴＩ２にそれぞ
れ接続すれば良い。この場合でも、第１部材３と第２部材４がダクトレール１００にしっ
かり固定され、かつ安定して通電し、ＡＣ電力をＤＣ電力に変換することができる。
【０１１９】
　また、ＤＣ発光ユニット２０２は、小型のものや軽量のものであれば、１本の吊り下げ
アーム２０７と１つのＤＣ発光ユニット装着プラグ２２０によりダクトレール１００に取
り付ける構成にすると良い。この場合も美観の美しいダクトレール用ＤＣ発光システム２
０１を提供することができる。
【０１２０】
　また、ダクトレール用電源ユニット１は、上述したプラグ部１０とは異なる構造によっ
てダクトレール１００に物理的な固定をし、かつ、導体ライン１０３に電気的に接続をす
る構成としてもよい。この場合も、美しい美観のダクトレール用ＤＣ発光システム２０１
を提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本願発明は、ＡＣ電力が流れるダクトレールにＤＣ電力により駆動する機器を電気的に
接続しかつ固定する産業に利用することができる。
【符号の説明】
【０１２２】
１…ダクトレール用電源ユニット
１００…ダクトレール
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１０１ａ，１０１ｂ…側壁
１０２…ガイド
１０３…導体ライン
１０４…開口
２０１…ダクトレール用ＤＣ発光システム
２０２…ＤＣ発光ユニット
２１５ａ，２１５ｂ…ＤＣ電源ライン
２２０…ＤＣ発光ユニット装着プラグ
２２１…抜け止め防止体
２２２…抜け止め突起
２２５，２３５，２４３…貫通孔
２３０…回転係止体
２３２…係合爪
２４２…本体部
Ｌａ，Ｌｂ…ＤＣライン

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月12日(2018.7.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断面が略コ字状で下方に開放された長尺状に形成され、対向する両側壁の内側に長手方
向に沿う導体ラインがそれぞれ設けられ、前記両側壁の開放縁から互いに内側へ延出し長
手方向に沿う２つのガイドとそれらの間の開口が設けられた中空のダクトレールに装着し
て用いられるダクトレール用ＤＣ発光システムであって、
前記ダクトレールに装着されるダクトレール用電源ユニットと、
ＤＣ電力を得て発光するＤＣ発光ユニットと、
前記ＤＣ発光ユニットを前記ダクトレールに装着するＤＣ発光ユニット装着プラグとを備
え、
前記ＤＣ発光ユニット装着プラグは、
前記開口から前記中空へ挿入される挿入部と、該挿入部が前記中空へ挿入されても外部へ
露出する露出部とを備え、
前記挿入部は、前記開口から挿入可能な幅に形成され、かつ、水平方向へ回転させると前
記ガイドの内側面に当接して抜け止めする抜け止め突起を有し、
前記ＤＣ発光ユニットと前記ダクトレール用電源ユニットとを電気的に接続するＤＣ電源
ラインが通過できる貫通孔が前記露出部および前記挿入部に貫通して設けられ、
一端が前記ダクトレール用電源ユニットに電気的に接続される前記ＤＣ電源ラインは、他
端が電気的に接続された前記ＤＣ発光ユニットから前記ＤＣ発光ユニット装着プラグの前
記貫通孔を通過して前記中空へ放出される構成である
ダクトレール用ＤＣ発光システム。
【請求項２】
　前記貫通孔は、前記ＤＣ発光ユニット装着プラグの前記水平方向の回転の中心に設けら
れた
請求項１記載のダクトレール用ＤＣ発光システム。
【請求項３】
　断面が略コ字状で下方に開放された長尺状に形成され、対向する両側壁の内側に長手方
向に沿う導体ラインがそれぞれ設けられ、前記両側壁の開放縁から互いに内側へ延出し長
手方向に沿う２つのガイドとそれらの間の開口が設けられた中空のダクトレールに装着し
て用いられるダクトレール用ＤＣ発光システムであって、
前記ダクトレールに装着されるダクトレール用電源ユニットと、
ＤＣ電力を得て発光するＤＣ発光ユニットと、
前記ＤＣ発光ユニットを前記ダクトレールに装着するＤＣ発光ユニット装着プラグとを備
え、
前記ＤＣ発光ユニット装着プラグは、
前記開口から前記中空へ挿入される挿入部と、該挿入部が前記中空へ挿入されても外部へ
露出する露出部とを備え、
前記挿入部は、前記開口から挿入可能な幅に形成され、かつ、水平方向へ回転させると前
記ガイドの内側面に当接して抜け止めする抜け止め突起を有し、
前記ＤＣ発光ユニットと前記ダクトレール用電源ユニットとを電気的に接続するＤＣ電源
ラインが通過できる貫通孔が前記露出部および前記挿入部に貫通して設けられ、
前記露出部は、前記抜け止め突起の突出方向と平面視９０度異なる方向へ突出する回転係
止体を備え、
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前記回転係止体は、前記抜け止め突起が前記ガイドの内側面に当接して抜け止めする位置
まで前記水平方向に回転されると、前記ガイドの前記開口側の端辺に係合する係合爪を備
えた
ダクトレール用ＤＣ発光システム。
【請求項４】
　前記係合爪は、前記開口の幅とほぼ同じ幅に形成された
請求項３記載のダクトレール用ＤＣ発光システム。
【請求項５】
　断面が略コ字状で下方に開放された長尺状に形成され、対向する両側壁の内側に長手方
向に沿う導体ラインがそれぞれ設けられ、前記両側壁の開放縁から互いに内側へ延出し長
手方向に沿う２つのガイドとそれらの間の開口が設けられた中空のダクトレールに装着し
て用いられるダクトレール用ＤＣ発光システムであって、
前記ダクトレールに装着されるダクトレール用電源ユニットと、
ＤＣ電力を得て発光するＤＣ発光ユニットと、
前記ＤＣ発光ユニットを前記ダクトレールに装着するＤＣ発光ユニット装着プラグとを備
え、
前記ＤＣ発光ユニット装着プラグは、
前記開口から前記中空へ挿入される挿入部と、該挿入部が前記中空へ挿入されても外部へ
露出する露出部とを備え、
前記挿入部は、前記開口から挿入可能な幅に形成され、かつ、水平方向へ回転させると前
記ガイドの内側面に当接して抜け止めする抜け止め突起を有し、
前記ＤＣ発光ユニットと前記ダクトレール用電源ユニットとを電気的に接続するＤＣ電源
ラインが通過できる貫通孔が前記露出部および前記挿入部に貫通して設けられ、
前記ダクトレール用電源ユニットは、
前記ＤＣ発光ユニットと電気的に接続されるＤＣ電力ラインが、前記ダクトレール用電源
ユニットのダクトレール側に設けられ、
前記ＤＣ電力ラインは、前記ダクトレールの前記中空へ収納される構成である
ダクトレール用ＤＣ発光システム。
【請求項６】
　断面が略コ字状で下方に開放された長尺状に形成され、対向する両側壁の内側に長手方
向に沿う導体ラインがそれぞれ設けられ、前記両側壁の開放縁から互いに内側へ延出し長
手方向に沿う２つのガイドとそれらの間の開口が設けられた中空のダクトレールに装着し
て用いられるＤＣ発光ユニット装着プラグ付きＤＣ発光ユニットであって、
ＤＣ電力を得て発光するＤＣ発光ユニットと、
前記ＤＣ発光ユニットを前記ダクトレールに装着するＤＣ発光ユニット装着プラグとを備
え、
前記ＤＣ発光ユニット装着プラグは、
前記開口から前記中空へ挿入される挿入部と、該挿入部が前記中空へ挿入されても外部へ
露出する露出部とを備え、
前記挿入部は、前記開口から挿入可能な幅に形成され、かつ、水平方向へ回転させると前
記ガイドの内側面に当接して抜け止めする抜け止め突起を有し、
前記ＤＣ発光ユニットとダクトレール用電源ユニットとを電気的に接続するＤＣ電源ライ
ンが通過できる貫通孔が前記露出部および前記挿入部に貫通して設けられ、
一端が前記ダクトレール用電源ユニットに電気的に接続される前記ＤＣ電源ラインは、他
端が電気的に接続された前記ＤＣ発光ユニットから前記貫通孔を通過して前記中空へ放出
される構成である
ＤＣ発光ユニット装着プラグ付きＤＣ発光ユニット。
【請求項７】
　断面が略コ字状で下方に開放された長尺状に形成され、対向する両側壁の内側に長手方
向に沿う導体ラインがそれぞれ設けられ、前記両側壁の開放縁から互いに内側へ延出し長
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手方向に沿う２つのガイドとそれらの間の開口が設けられた中空のダクトレールに装着し
て用いられるダクトレール用電源ユニットであって、
ＤＣ発光ユニットと電気的に接続されるＤＣ電力ラインを備え、
前記ＤＣ電力ラインは、前記ダクトレール用電源ユニットのダクトレール側に設けられて
前記ダクトレールの前記中空へ収納される構成である
ダクトレール用電源ユニット。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　この発明は、断面が略コ字状で下方に開放された長尺状に形成され、対向する両側壁の
内側に長手方向に沿う導体ラインがそれぞれ設けられ、前記両側壁の開放縁から互いに内
側へ延出し長手方向に沿う２つのガイドとそれらの間の開口が設けられた中空のダクトレ
ールに装着して用いられるダクトレール用ＤＣ発光システムであって、前記ダクトレール
に装着されるダクトレール用電源ユニットと、ＤＣ電力を得て発光するＤＣ発光ユニット
と、前記ＤＣ発光ユニットを前記ダクトレールに装着するＤＣ発光ユニット装着プラグと
を備え、前記ＤＣ発光ユニット装着プラグは、前記開口から前記中空へ挿入される挿入部
と、該挿入部が前記中空へ挿入されても外部へ露出する露出部とを備え、前記挿入部は、
前記開口から挿入可能な幅に形成され、かつ、水平方向へ回転させると前記ガイドの内側
面に当接して抜け止めする抜け止め突起を有し、前記ＤＣ発光ユニットと前記ダクトレー
ル用電源ユニットとを電気的に接続するＤＣ電源ラインが通過できる貫通孔が前記露出部
および前記挿入部に貫通して設けられ、一端が前記ダクトレール用電源ユニットに電気的
に接続される前記ＤＣ電源ラインは、他端が電気的に接続された前記ＤＣ発光ユニットか
ら前記ＤＣ発光ユニット装着プラグの前記貫通孔を通過して前記中空へ放出される構成で
あるダクトレール用ＤＣ発光システムであることを特徴とする。
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